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掛川市条例第１５号

掛川市税条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成２３年７月８日

掛川市長

（別紙）
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掛川市税条例の一部を改正する条例

掛川市税条例（平成17年掛川市条例第72号）の一部を次のように改正する。

附則に次の２条を加える。

（東日本大震災に係る雑損控除額等の特例）

第47条 所得割の納税義務者の選択により、法附則第42条第３項に規定する特例損失金額（以下こ

の条において「特例損失金額」という｡)については、平成22年において生じた法第314条の２第

１項第１号に規定する損失の金額として、この条例の規定を適用することができる。この場合に

おいて、第20条の規定により控除された金額に係る当該特例損失金額は、その者の平成24年度以

後の年度分の市民税に係るこの条例の規定の適用については、平成23年において生じなかったも

のとみなす。

２ 前項の規定の適用を受けた所得割の納税義務者の同項の規定により適用される第20条の規定に

より控除された金額に係る特例損失金額が平成24年以後の各年において生じたものである場合に

おける同項の規定の適用については、同項中「平成23年」とあるのは、「当該特例損失金額が生

じた年」とする。

３ 第１項前段の場合において、第20条の規定により控除された金額に係る特例損失金額のうちに、

同項の規定の適用を受けた者と生計を一にする令第48条の６第１項に規定する親族の有する法附

則第42条第３項に規定する資産について受けた損失の金額（以下この条において「親族資産損失

額」という｡)があるときは、当該親族資産損失額は、当該親族の平成24年度以後の年度分の市民

税に係るこの条例の規定の適用については、平成23年において生じなかったものとみなす。

４ 第１項の規定の適用を受けた所得割の納税義務者の同項の規定により適用される第20条の規定

により控除された金額に係る親族資産損失額が平成24年以後の各年において生じたものである場

合における前項の規定の適用については、同項中「平成23年」とあるのは、「当該親族資産損失

額が生じた年」とする。

５ 第１項の規定は、平成23年度分の第28条第１項又は第４項の規定による申告書（その提出期限

後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出され

た第29条第１項の確定申告書を含む｡)に第１項の規定の適用を受けようとする旨の記載がある場

合（これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認める場合

を含む｡)に限り、適用する。

（東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期限の特例）

第48条 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律
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の臨時特例に関する法律（平成23年法律第29号）第13条第１項の規定の適用を受けた場合におけ

る附則第14条の２及び附則第14条の２の２の規定の適用については、附則第14条の２第１項中

「租税特別措置法第41条又は第41条の２の２」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税

関係法律の臨時特例に関する法律（平成23年法律第29号）第13条第１項の規定により読み替えて

適用される租税特別措置法第41条又は同項の規定により適用される租税特別措置法第41条の２の

２」と、「法附則第５条の４第６項」とあるのは「法附則第45条第２項の規定により読み替えて

適用される法附則第５条の４第６項」と、附則第14条の２の２第１項中「租税特別措置法第41条

又は第41条の２の２」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関

する法律第13条第１項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第41条又は同項の規定

により適用される租税特別措置法第41条の２の２」と、「法附則第５条の４の２第５項」とある

のは「法附則第45条第２項の規定により読み替えて適用される法附則第５条の４の２第５項」と、

同条第２項第２号中「租税特別措置法第41条の２の２」とあるのは「東日本大震災の被災者等に

係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第１項の規定により適用される租税特別措置法

第41条の２の２」とする。

附 則

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則に２条を加える改正規定（附則第48条に係

る部分に限る｡)は、平成24年１月１日から施行する。

２ 改正後の掛川市税条例附則第47条の規定は、平成23年４月27日から適用する。


